
付紙様式第２

26年度まで 27年度 計

円 円 円 円円

177,552,300 8,402,400 185,954,700

円 円 円 円円

155,028,000 8,400,000 163,428,000

事 業 費 及 び 交 付 金 額

交通施設：下長根・塩線改良舗装

高崎市

高崎市吉井町神保地内

　本路線は国道254号線への高崎市吉井町神保・塩地区からのアクセス道路であり、地
域に密着した生活道路である。
　しかし、現況の幅員が2～3ｍ程度と狭く、車両のすれ違い、緊急車両の通行等にも支
障があるような状態である。また、一部路肩も崩れ舗装面も亀裂などにより、通行の快適
性が低下しているとともに、水溜まりによる水はねなど、周辺住民の生活環境を悪化させ
ている。
　そこで、道路幅員5ｍを確保するとともに、舗装を改良することにより、緊急車両等の通
行及び近隣住民をはじめとする歩行者通行の快適性・安全性を確保することで周辺住民
の生活環境の向上を図る。
【参考指標】
　下長根・高・神保・塩地区　　世帯数　796世帯
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　人口　　　2,008人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成27年3月31日現在）

　工事延長122.3ｍ/822.3ｍ　幅員5.0ｍ

平成18年度から平成27年度

〔補助事業の成果及び評価〕
平成27年度をもって全線完成し円滑に供用開始している。地元区長・住民にアンケート・
聞き取り調査を実施したところ、快適性・安全性が向上しているなど意見を頂いており、周
辺住民の生活環境の向上に効果があることが認められた。
〔地域住民への周知の実施状況〕
地域住民への周知は、工事看板への記載、工事完成後ペイント及び工事回覧を実施し
た。

全路線改良完了し、無事供用開始できた。道路改良の効果を確認しつつ、進行中の改
良路線や計画中の路線に反映させていければよいと考えていく。

―

補 助 事 業 名

事業費

交付金額

事 業 評 価 書

補助事業の成果及び評価
並びに地域住民への周知
の実施状況

事業の改善措置及び今後
の対応

事業の評価に際しての第
三者機関の活用の有無

補 助 事 業 者 名

実 施 場 所

補助事業の成果の目標

補 助 事 業 の 内 容

補助事業の始期及び終期



付紙様式第２

26年度
以前

27年度
28年度
以降予定

計

円 円 円 円円

85,323,067 24,343,200 66,688,273 176,354,540

円 円 円 円円

67,837,500 24,244,000 59,718,500 151,800,000

実 施 場 所 高崎市吉井町下長根地内

事 業 評 価 書

補 助 事 業 名 交通施設：下長根・宿1号外2線改良舗装

補 助 事 業 者 名 高崎市

補助事業の成果の目標

　本路線は高崎市総合計画で整備が予定されている災害時緊急避難場所「吉井中央公
園(仮)」に接した計画道路である。
　現道は幅員が2ｍ程度と狭く、避難道路としての機能のみならず、緊急車両の進入すら
困難な状況であり、また、コンクリート舗装面のひび割れやたわみ等のいたみが多く見ら
れる状況となっている。
　そこで、道路幅員（車道7.5ｍ、歩道3.5ｍ）を確保するとともに、舗装改良することによ
り、災害時の緊急避難場所へのアクセス道路として整備し、緊急車両等の通行及び近隣
住民をはじめとする歩行者の通行の快適性・安全性を確保することで周辺住民の生活環
境の向上を図る。
　なお、本路線は平成24年度から平成28年度の5カ年での整備を予定しており、本事業
では用地取得完了区間において、一部道路工事を行う。

【参考指標】
想定避難場所利用世帯数　2,494世帯
想定避難所利用人口　　　　6,532人
　　　　　　　　　　　　　　　　（平成27年4月30日現在）

補 助 事 業 の 内 容
　用地取得　520.41㎡/5332.87㎡
　物件補償　一式
　工事延長　134.5ｍ/550.0ｍ　幅員11.0ｍ

補助事業の始期及び終期 平成２４年度から平成２８年度

事 業 費 及 び 交 付 金 額
事業費

交付金額

補助事業の成果及び評価
並びに地域住民への周知
の実施状況

〔補助事業の成果及び評価〕
工事が全線完了していないことから具体的な評価は出来ないが、工事完了区間につい
ては、円滑に供用開始されている。
〔地域住民への周知の実施状況〕
工事看板への記載、工事完成後ペイント及び工事回覧を実施

事業の改善措置及び今後
の対応

改良鋪装工事は計画通り順調に進んでいるが、地域住民から早期完成を望む声が多く
聞かれる。　今年度も用水の時期などを考慮し工事を進めていきたい。

事業の評価に際しての第
三者機関の活用の有無

―


